
学校の形態について 

 
【小中一貫教育】*1 
  小学校と中学校の９年間の義務教育を一貫して行うことであり、①義務教育学校 

②小中一貫型小学校・中学校がある。 
①義務教育学校は新たな学校種として平成２８年から設けられたもので、１人の

校長、一つの教職員組織で９年間の義務教育を行う。 
②小中一貫型小学校・中学校は、小学校、中学校にそれぞれ校長と教職員組織が

あるが、一貫教育にふさわしい運営体制の整備が求められる。 

 
【小中一貫教育が求められるようになった背景】*1 
  ①義務教育９年間を見通した指導の重要性 
   ・小学校低学年の段階から中学校卒業時をイメージした指導 
   ・小学校児の学習の姿（つまづきも含めて）を知った上での中学校の指導 
  ②教育内容や学習活動の質的充実 
   ・小学校高学年での専門的な指導の充実 
  ③中一ギャップの問題 
   ・小学校と中学校の教育活動の差異への対応 

 
【メリット】*2 
  ・様々な形での異学年交流が期待できる（小学生には憧れ、中学生には思いやり） 
  ・小中の教員が協働できる（より深く子どものことを理解できる） 
  ・中学校教員の専門性を生かした小学校の授業への関わり 
  ・中一ギャップの解消 

 
【県内の小中一貫校】*3 
    [義務教育学校] 

 市川市立塩浜学園、成田市立下総みどり学園、成田市立大栄みらい学園、 
八千代市立阿蘇米本学園 

  [小中一貫型小学校・中学校] 
   市原市立加茂学園（市原市立加茂小学校・市原市立加茂中学校） 
   鴨川市立長狭学園（鴨川市立長狭小学校・鴨川市立長狭中学校） 
   流山市立おおたかの森小中学校 
   館山市立房南学園（館山市立房南小学校・館山市立房南中学校） 
   長南町立長南小学校・長南町立長南中学校 
   周南小中一貫教育校（君津市立周南小学校・君津市立周南中学校） 

 
(参考) *1 文部科学省「小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引」 

*2 大阪市 HP  *3 Wikipedia 

資料４ 



【小規模特認校】 
  小規模特認校制度とは、特色ある教育活動を行っている小規模校について、学校

区以外の市内全域から児童生徒の入学を認める制度。 

   
 （メリット） 
  ・他の地域の児童生徒と接することで、小規模な集団で固定化していた人間関係

の再構築、活性化が図れる。 
  ・学校での学習指導や生活指導において、個々の児童生徒に配慮したきめ細かな

指導が行える。 
  ・保護者や地域住民との連携により、地域の特性を生かした特色ある教育活動を

行うことができる。 

 
 （デメリット） 
  ・特認校の前提となる、特色のある教育活動（地域の豊かな自然や文化の活用、

地域住民との交流など）を実施する必要がある。 
  ・校区外からの通学者を多くは見込めず、抜本的な学校規模の適正化を図ること

が難しい。 
  ・通学区域が広範囲になるため、通学の際の児童生徒、保護者の負担が増す。 
  ・校区外から通学する児童生徒は、自分の住んでいる地域での友人関係が希薄に

なりやすい。 

 
（県内の小規模特認校）*1 

   富里市  浩養小学校 
   成田市  豊住小学校 

佐倉市  弥富小学校 
白井町  白井第二小学校 
印西市  船穂小学校、本埜中学校 

   市原市  国府小学校、海上小学校 
   木更津市 中郷小学校、東清小学校、鎌足小学校、鎌足中学校 

富来田小学校、富来田中学校 
習志野市 秋津小学校、袖ヶ浦西小学校、袖ヶ浦東小学校、香澄小学校 

   柏市   手賀東小学校 
   野田市  福田第二小学校 
   流山市  新川小学校、西深井小学校 

    
 
 
 
 
（参考）*1 各市町の HP の掲載情報を参照 



【複式学級について】 
  複数の学年で編成する学級のことで、児童生徒数が少なくて１つの学年だけでは

学級編制ができない場合は、２学年以上を収容して学級編制を行う。 

 
（複式学級の基準） 

   小学校・・・２つの学年の合計児童数が １６人以下 
（１年生を含む場合は８人以下） 

   中学校・・・２つの学年の合計生徒数が  ８人以下 

   
（メリット） 
 ・児童生徒の一人ひとりに目が届きやすく、きめ細かな指導がしやすい 
 ・学校行事などで、児童生徒一人ひとりの個別の活動機会を設定しやすい 
 ・相互の人間関係が深まりやすい 
 ・異なる学年間での縦の交流が生まれやすい 

 
（デメリット） 
 ・児童生徒の一人ひとりに大人の目が行き届き過ぎることにより、子どもの 

依存心が強まったり、疲れてしまったりする。 
  ・運動会や音楽会などの集団的な学校行事で、種目等の制約が生じる。 
  ・人間関係や相互の評価等が固定化されやすい。 
  ・ＰＴＡ活動における保護者一人当たりの負担が大きくなりやすい。 
  ・授業の際は、複数の学年の内容を同時に進めるため、一方の学年が先生から直

接指導を受けている間、もう一方の学年は自分で課題学習を進めるなど、教員

に特別な指導技術が求められる。 
 ・複数学年分、複数教科分の教材研究・指導準備を行うため、教員の負担が大き

い。 
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